
地域活性化総合特別区域計画 

 

作成主体の名称：豊田市 

 

 

１ 地域活性化総合特別区域の名称 

次世代エネルギー・モビリティ創造特区 

 

２ 地域活性化総合特別区域計画の実施が地域活性化総合特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

①総合特区の目指す目標 

  本市の強みであるエネルギー・モビリティを核とした技術開発、市域での普及、国内外への横展

開を三位一体で展開することにより、低炭素な都市環境を構築し、市域経済の活性化と市民生活の

質の向上を図るとともに、被災地等を含め広く国内外へ貢献する。 

 

ア）定性的な目標 

（１）低炭素な都市環境の構築 （定性的な目標 A） 

（２）市域経済の活性化    （定性的な目標 B） 

（３）暮らしの質の向上    （定性的な目標 C） 

  

（解説） 

・本市の、次世代エネルギー・社会システム実証地域として取り組んでいたエネルギー分野での取

組、自動車産業及び関連技術の集積や ITS実証実験モデル都市等モビリティでの取組の素地を生

かして、新たな環境・エネルギー技術と次世代モビリティの技術を創出し、低炭素な都市環境を

構築していく。 

・このプロセスにおいて、関連企業の成長と産業構造の転換を図り、市域経済の活性化と雇用の創   

出を実現する。 

・あわせて、新たな技術を爆発的に市民生活に普及させることにより、生活環境の安心・安全・快

適化を図り、市民の暮らしの質の向上を実現する。 

・本特区において創出する技術は国際標準化を目指しており、その普及モデルとあわせて、国内外

に広く横展開することにより、我が国の成長戦略の一翼を担っていく。 

・また、平成 23年 3 月の東日本大震災以降の社会情勢に鑑み、エネルギー・モビリティ分野におけ

る開発実証は可能な限り前倒し、被災地復興で展開が求められるものを迅速に横展開していく。 

 

 

 



 

 

②評価指標及び数値目標 

（１）「低炭素な都市環境の構築」（定性的な目標 A）に対する評価指標及び数値目標 

（A－1）評価指標 

・再生可能エネルギー（太陽光、小水力等）の地産地消率の向上 

（A－1－1）数値目標 

・スマートハウスの導入数（累計） 300戸（H32） 

 ・サスティナブルプラント整備数（累計） 14 件（H32） 

  ＊ここでいうサスティナブルプラントとは、創・蓄・省エネ機器やエネルギーマネジメントシステ

ムを設置し、新たに立地する企業（豊田市企業誘致推進条例、豊田市企業立地奨励条例、豊田市

創造産業立地奨励金交付要綱、豊田市高度先端産業立地奨励金交付要綱適用分） 

 

（A－2）評価指標 

・モビリティの活用による CO2の削減（運輸部門） 

（A－2－1）数値目標 

・CO2排出量（運輸部門〔自動車〕） 398.3千 t-CO2（H32） 

 

（２）「市域経済の活性化」(定性的な目標 B)に対する評価指標及び数値目標 

（B－1）評価指標 

・市域経済の成長 

（B－1－1） 数値目標 

 ・企業誘致数（豊田市企業誘致推進条例、豊田市企業立地奨励条例、豊田市創造産業立地奨励金交付

要綱、豊田市高度先端産業立地奨励金交付要綱適用分）（累計） 30件（H32） 

 

（３） 「暮らしの質の向上」（定性的な目標 C）に対する評価指標 

（C－1）評価指標 

・市民満足度の向上 

（C－1－1）数値目標 

・豊田市市民意識調査 

豊田市を住みよいまちだと思う市民の割合 80％（H32） 

 

３ 特定地域活性化事業の名称 

「低炭素な都市環境の構築」、「市域経済の活性化」、「暮らしの質の向上」のため、規制の特例措置

や税制・財政・金融上の支援措置等を活用しながら、１）創エネ・蓄エネ・省エネ技術の開発促進、

２）創エネ・蓄エネ・省エネ技術の爆発的普及、３）災害時の蓄エネ機器の有効活用、４）生活導線

に沿った公共交通・自動車の開発及び「かしこい使い方」の具現化、５）高齢者をはじめ、老若男女



 

が安全、快適に活動できる行動支援の実施、６）新技術開発による世界標準の獲得 ７）地域技術を

活用したものづくり構造の転換に係る取組を行っていく。 

 

＜事業名＞ 

① サスティナブルプラントの整備促進＜地域活性化総合特区支援利子補給金、別紙２－４＞ 

② 新たな産業の誘致＜地域活性化総合特区支援利子補給金、別紙２－４＞ 

③ 地域資源（太陽光・小水力等）を活用したインフラ整備事業＜地域活性化総合特区支援利子補

給金、別紙２－４＞ 

 

４ その他地域活性化総合特区における地域の活性化のために必要な事項 

ⅰ）一般地域活性化事業について    

   ①人がつながる“移動”イノベーション拠点～高齢者が元気になるモビリティ社会～＜革新的イ

ノベーション創出プログラム（COI STREAM）大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業＞ 

＜財政上の支援措置：革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）大学等シーズ・ニー

ズ創出強化支援事業、別紙２－３＞ 

 

ⅱ）その他必要な事項 

ア）地域において講ずる措置（別紙２－８） 

ａ）地域独自の税制・財政・金融上の支援措置 

・豊田市エコファミリー支援補助金（H22年～） ＊一部は H10 年度から実施中 

・豊田市企業誘致推進条例（H22 年～H30年 3 月）、豊田市企業立地奨励条例、豊田市創造産業立

地奨励金交付要綱、豊田市高度先端産業立地奨励金交付要綱（H30年 4 月～） 

・ビジネスチャンス拡大事業（H19年～） 

・とよたエコドライブプロジェクト（H22年～） 

・豊田市版環境減税（スマートハウス減税、再生可能エネルギー発電設備減税、電気軽自動車減

税）（H26 年～） 

 

ｂ）地方公共団体の権限の範囲内での規制の緩和や地域の独自ルールの設定 

・豊田市まちづくり基本条例（H17年～） 

・豊田市森づくり基本条例（H19 年～） 

・水道水源保全基金（H6 年～） 

・豊田市の一般競争入札時における加点制度 

・豊田市再生可能エネルギー導入指針（H24年～） 

・豊田市再生可能エネルギーの導入の推進に関する条例（H26年～） 

 

ｃ）地方公共団体における体制の強化 

・市長を本部長とする環境モデル都市推進本部を設置 



 

 

・企画政策部に環境モデル都市推進課を設置 

・課名を未来都市推進課に変更（H29年 4月～） 

 

ｄ）その他の地域の責任ある関与として講ずる措置 

・市として、環境モデル都市関連予算を計上 

・交通安全学習施設、環境学習施設やとよた Ecoful Town を活用し、NPO 等による施設運営・学

習機会の提供を通じて、取組の「見える化」と市民のライフスタイル変革に向けた意識の醸成 

 

イ）国との協議の結果、現時点で実現可能なことが明らかとなった措置 

・HEMSは、電気用品安全法規制対象外のため、HEMS を介したスマートフォンによるエアコンのオ

ン・オフの遠隔操作も、現行法令等で対応可能であり、車両の充放電の遠隔操作についても、

電気事業法上、特にこれを制限する規定はなく、現行法令で対応可能であることが明らかにな

った。 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙２－３ ＜財政上の支援措置＞ 

  

１ 一般地域活性化事業の名称 

人がつながる“移動”イノベーション拠点～高齢者が元気になるモビリティ社会～＜革新的イノベー

ション創出プログラム（COI STREAM）大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業＞ 

 

２ 一般地域活性化事業の内容 

① 事業概要  

 人がつながる“移動”イノベーション拠点として、高齢者にも安全な移動手段を提供することに

より、行動・活動を活性化し、健全な身体機能、認知機能の維持・向上を図る。 

具体的には、以下のアプリケーションを構築する。 

・活き活き感に溢れる個別化モビリティ：グローバル ダイナミックマップサービス、高齢者用死亡

事故ゼロで安価なモビリティ  

・安全安心感をもたらす健康増進システム：医療・健康情報サービス、24 時間見守る健康管理シス

テム  

・つながり感に包まれた社会情報システム：前二者を社会デザインに統合したパッケージシステム 

 

② 支援措置の内容 

   事業の推進に必要な実証費などへの財政支援 

 

③ 事業実施主体 

名古屋大学、豊田市等 

 

④ 事業が行われる区域 

   豊田市全域 

 

⑤ 事業の実施期間 

   平成 25 年度～平成 32 年度 

 

 ⑥ その他 

    

 

 

 

 



 

 

別紙２－４ ＜地域活性化総合特区支援利子補給金＞【１／３】 

 

１ 特定地域活性化事業の名称 

サスティナブルプラントの整備促進（地域活性化総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱 UFJ銀行 

株式会社愛知銀行 

株式会社大垣共立銀行 

株式会社十六銀行 

株式会社名古屋銀行 

株式会社百五銀行 

株式会社三重銀行 

岡崎信用金庫 

瀬戸信用金庫 

豊田信用金庫 

碧海信用金庫 

 

３ 特定地域活性化事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ）特定地域活性化事業（地域活性化総合特区支援貸付事業）の内容 

本地域活性化総合特区内において、創エネ・蓄エネ・省エネ機器や EMS（エネルギーマネジメ

ントシステム）などのエネルギー設備を設置し、新たに立地する企業に加え、それに関連する投

資においても、その事業に要する資金を低金利で貸し付けることが可能となることにより、本地

域活性化総合特区内の事業所のサスティナブルプラント化を支援し、創エネ・蓄エネ・省エネ技

術の爆発的普及を図る。 

当該事業は、本地域活性化総合特区の政策課題である「エネルギーの地産地消モデルの構築」

及びその解決策である「創エネ・蓄エネ・省エネ技術の爆発的普及」に向けた創エネ・蓄エネ・

省エネ技術の活用を伴う企業立地が、利子補給によるインセンティブを通じて促進されることが

期待でき、従来目標に掲げているサスティナブルプラント数（豊田市企業誘致推進条例、豊田市

企業立地奨励条例、豊田市創造産業立地奨励金交付要綱、豊田市高度先端産業立地奨励金交付要

綱適用分）の早期達成も見込めることから、本市が目指す再生可能エネルギーの地産地消率の向

上、さらには低炭素な都市環境の構築に寄与するものとして、有効な取組である。 

 

b）施行規則第６条に規定する該当事業種別（総合特区支援利子補給金交付要綱別表第２に掲げ

る対象事業項目） 

第３号 地域における循環型社会の形成に資するエネルギーの利用、リサイクルの推進その他

の地域に存在する資源の有効活用を図る事業 



 

別紙２－４ ＜地域活性化総合特区支援利子補給金＞【２／３】 

 

１ 特定地域活性化事業の名称 

新たな産業の誘致（地域活性化総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱 UFJ銀行 

株式会社愛知銀行 

株式会社大垣共立銀行 

株式会社十六銀行 

株式会社名古屋銀行 

株式会社百五銀行 

株式会社三重銀行 

岡崎信用金庫 

瀬戸信用金庫 

豊田信用金庫 

碧海信用金庫 

 

３ 特定地域活性化事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ）特定地域活性化事業（地域活性化総合特区支援貸付事業）の内容 

新たな産業の誘致を図るため、豊田市企業誘致推進条例、豊田市企業立地奨励条例、豊田市創

造産業立地奨励金交付要綱、豊田市高度先端産業立地奨励金交付要綱に基づいた設備投資を行う

企業に対する支援を行うことにより、地域雇用の創出、産業構造の多角化及び地域産業の高度化

を推進する。 

当該事業は、本地域活性化総合特区の政策課題である「モビリティとエネルギー技術を組み合

わせた次世代産業振興」及びその解決策である「新技術開発による世界標準の獲得」に向け、次

世代モビリティ分野及び環境・エネルギー分野を始め、豊田市企業誘致推進条例、豊田市企業立

地奨励条例、豊田市創造産業立地奨励金交付要綱、豊田市高度先端産業立地奨励金交付要綱に基

づいた本市の地域産業振興に資する産業に対して、利子補給によるインセンティブを通じて新規

企業参入と企業の設備投資の活性化を図るものであり、本市が目指す産業基盤の強化と雇用創出、

さらには市域経済の活性化に寄与するものとして、有効な取組である。 

 

ｂ）施行規則第６条に規定する該当事業種別（総合特区支援利子補給金交付要綱別表第２に掲げ

る対象事業項目） 

第４号 新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化等、地域産業の高度化又は新産業の創出

に寄与する事業であって、雇用機会の増大に資するもの 

  



 

 

別紙２－４ ＜地域活性化総合特区支援利子補給金＞【３／３】 

 

１ 特定地域活性化事業の名称 

地域資源（太陽光・小水力等）を活用したインフラ整備事業（地域活性化総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱 UFJ銀行 

株式会社愛知銀行 

株式会社大垣共立銀行 

株式会社十六銀行 

株式会社名古屋銀行 

株式会社百五銀行 

株式会社三重銀行 

岡崎信用金庫 

瀬戸信用金庫 

豊田信用金庫 

碧海信用金庫 

 

３ 特定地域活性化事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ）特定地域活性化事業（地域活性化総合特区支援貸付事業）の内容 

エネルギーの地産地消モデルを構築するために、本市の多様な再生可能エネルギー資源（太陽

光・風力・小水力・バイオマス・地中熱等）を活用し、発電・熱供給などのエネルギー事業に資

する設備投資（発電器・パネル・パワーコンディショナー・電池・ボイラー等の発電に必要な機

器及び機器導入に伴う建屋・送配電網整備などの建設・工事）を行う企業・NPO・地域団体に対す

る支援を行うことにより、地域の新規産業の創出と育成を図る。 

当該事業は、本地域活性化総合特区の政策課題である「エネルギーの地産地消モデルの構築」

及びその解決策である「創エネ・蓄エネ・省エネ技術の爆発的普及」に向け、新たなエネルギー

事業及び関連する設備投資を行う企業・団体等に対して、利子補給によるインセンティブを通じ

て新規産業の創出・育成と企業の設備投資の活性化を図るものであり、本市が目指すエネルギー

の地産地消率の向上及び雇用の拡大、さらには市域経済の活性化に寄与するものとして、有効な

取組である。 

 

ｂ）施行規則第６条に規定する該当事業種別（総合特区支援利子補給金交付要綱別表第２に掲げ

る対象事業項目） 

第３号 地域における循環型社会の形成に資するエネルギーの利用、リサイクルの推進その他

の地域に存在する資源の有効活用を図る事業 

第４号 新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化等、地域産業の高度化又は新産業の創出

に寄与する事業であって、雇用機会の増大に資するもの 



 

別紙２－８ ＜地域において講ずる措置＞ 

１．地域独自の税制・財政・金融上の支援措置 

●豊田市エコファミリー支援補助金（H22年～） ＊一部は H10 年度から実施中 

   新しい環境技術の普及拡大と環境配慮行動を後押しし、家庭生活の低炭素化に寄与することを目

的に、エコファミリー宣言者（一般ユーザー）に対して、住宅用太陽光発電システム設置、家庭用

燃料電池設置、次世代自動車（PHV・EV 含む）の購入に要した費用の一部を補助  

●豊田市企業誘致推進条例（H22 年～H30年 3 月）、豊田市企業立地奨励条例、豊田市創造産業立地奨

励金交付要綱、豊田市高度先端産業立地奨励金交付要綱（H30年 4月～） 

企業誘致の推進、産業構造の多角化・高度化の推進、雇用機会の創出及び拡大を図るため、奨励

金等により事業所の立地を支援 

●ビジネスチャンス拡大事業（H19年～） 

高度な専門知識と豊かな経験を有するコーディネータが企業を訪問し、要望に応じて、製品・技

術の販路開拓等を仲介支援 

●とよたエコドライブプロジェクト（H22年～） 

環境モデル都市の取組の一環として、環境とお財布にやさしい「エコドライブ」の推進により、

市内の交通事故防止を目指す“本プロジェクトは、交通事故防止を主眼においてエコドライブを推

進する全国的にも稀な取組 

 ●豊田市版環境減税（H26年～） 

   スマートハウスの固定資産税を減免する「スマートハウス減税」（全国初）、再生可能エネルギー

の発電設備の固定資産税を減免する「再生可能エネルギー発電設備減税」（全国初）、電気軽自動車

（二輪を除く）・ミニカーの軽自動車税を減免する「電気軽自動車減税」の３つの環境減税により低

炭素な暮らしを応援 

 

２.地方公共団体の権限の範囲内での規制の緩和や地域の独自ルールの設定 

●豊田市まちづくり基本条例（H17年～） 

「自立した地域社会の実現を目指す」ことを基本理念として、自治の基本や市民参加のあり方に

ついての考え方や方向性を明らかにするために制定 

●豊田市森づくり基本条例（H19 年～） 

   『豊かな環境・資源・文化をはぐくむ森林の保全・創造を推進し、豊かな森を次世代に継承する』

ことを目的に４つの基本理念(公益的機能の発揮・木材の循環利用・地域づくりと一体となった森づ

くり・人材育成と共働による森づくり)に基づき森づくりを推進 

●水道水源保全基金（H6 年～） 

「安全でおいしい水道水」の供給のために、水道料金のうち「使用量１立方メートル（トン）あ

たり１円」を積み立て、「水源涵養事業」や「水質保全の環境整備」などを推進。全国初の試み 



 

 

●豊田市の一般競争入札時における加点制度 

   入札に参加する事業者に対し、社会貢献（温暖化対策）の観点から、以下の認証等を得た業者に

インセンティブ（加点）を付与 

・ ISO 14001の認証取得／・エコアクション 21 の認証取得 

・ エコ通勤優良事業所認証取得／・とよたエコドライブ宣言登録 

・ チャレンジ 25 キャンペーンへの登録 

●豊田市再生可能エネルギー導入指針（H24年～） 

   2030 年（平成 42 年）までに、豊田市における再生可能エネルギー導入率を 21%（2011 年）から

30%に引き上げることを目標に、地元企業の再生可能エネルギー事業への参画促進や市民・事業所・

地域の再生可能エネルギー導入支援、公共施設・市有地への再生可能エネルギーの導入推進などを

展開 

 ●豊田市再生可能エネルギーの導入の推進に関する条例（H26 年～） 

   再生可能エネルギーの導入の推進に関し、基本原則と、市、事業者及び市民の共通の責務を明ら

かにする条例を制定 

 

３．地方公共団体における体制の強化 

・市長を本部長とする環境モデル都市推進本部を設置（H21年 4 月設置／市長、副市長、全部局長）。 

・併せて、環境モデル都市推進課を設置（H21年度／H23 年度より 2名増員、H24年度より 1名増員、H25

年度より 1名増員、H26年度より 1名増員、H27年度より 1名減員、H28年度より 1名減員し 8名体制）。 

・平成 29年 4 月より未来都市推進課に課名変更（引き続き 8名体制）。 

・市長を本部長とする環境モデル都市推進本部のもと、未来都市推進課にて関連する計画の企画・立案、

関係機関（国、企業、庁内各部等）との総合調整を行っている。 

 

４．その他の地域の責任ある関与として講ずる措置 

・市として、環境モデル都市関連予算を計上 

・交通安全学習施設、環境学習施設やとよた Ecoful Town を活用し、NPO 等による施設運営・学習機会

の提供を通じて、取組の「見える化」と市民のライフスタイル変革に向けた意識の醸成を図っている。 

 

 

 



 

別添６ 地域協議会の協議の概要 

地域協議会の名称 豊田市つながる社会 実証推進協議会 

地域協議会の設置日 上記協議会の設置日 平成 28年 10月 12日 

上記協議会を地域協議会と位置づけた日 平成 28 年 10 月 12日 

（平成 27年 4月 1日設置の旧豊田市低炭素社会システム推進協議会を上記協

議会に改組） 

地域協議会の構成員 会長：豊田市 

構成団体 50団体（平成 30年 4月 1日現在） 

豊田市、愛知県、株式会社 IHI、愛知学泉大学、株式会社愛知銀行、愛知工

業大学、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社 M-easy、一般社団法

人おいでん・さんそん、株式会社大垣共立銀行、岡崎信用金庫、岡谷鋼機株

式会社、KDDI株式会社、小島プレス工業株式会社、サントリービバレッジソ

リューション株式会社、株式会社十六銀行、株式会社シンク、新明工業株式

会社、積水化学工業株式会社、瀬戸信用金庫、損害保険ジャパン日本興亜株

式会社、大和ハウス工業株式会社、中部電力株式会社、株式会社デンソー、

東京大学、株式会社東芝、東邦ガス株式会社、凸版印刷株式会社、有限責任

監査法人トーマツ、独立行政法人国立高等専門学校機構豊田工業高等専門学

校、トヨタ自動車株式会社、トヨタ車体株式会社、豊田商工会議所、豊田信

用金庫、トヨタすまいるライフ株式会社、株式会社トヨタエナジーソリュー

ションズ、豊田通商株式会社、豊田鉃工株式会社、公益財団法人豊田都市交

通研究所、トヨタホーム株式会社、株式会社名古屋銀行、国立大学法人名古

屋大学、株式会社日本政策投資銀行、パナソニック株式会社、株式会社百五

銀行、富士通株式会社、碧海信用金庫、株式会社三重銀行、株式会社三井住

友銀行、株式会社三菱 UFJ銀行 

協議を行った日 １． 平成 24 年 2月 10日  

２． 平成 24 年 2月 13日 

３． 平成 24 年 3月 21日 

４． 平成 24 年 5月 21日 

５． 平成 24 年 6月 20日 

６． 平成 24 年 7月 26日 

７． 平成 24 年 12月 25日 

８． 平成 25 年 1月 30日 

９． 平成 25 年 5月 14日 

１０． 平成 25 年 8月 8日 



 

 

１１． 平成 25 年 8月 28日 

１２． 平成 26 年 2月 12日 

１３． 平成 26 年 5月 26日 

１４． 平成 26 年 7月 8日 

１５． 平成 26 年 8月 1日 

１６． 平成 26 年 10月 3日 

１７． 平成 27 年 3月 6日 

１８． 平成 27 年 8月 31日 

１９． 平成 28 年 3月 29日 

２０． 平成 28 年 8月 1日 

２１． 平成 28 年 9月 14日 

２２． 平成 28 年 10月 12日 

２３． 平成 28 年 12月 19日 

２４． 平成 29 年 3月 29日 

２５． 平成 29 年 6月 23日 

２６． 平成 29 年 12月 15日 

２７． 平成 30 年 3月 26日 

協議の方法 １． 協議会各社に協議（ICT） 

２． 協議会幹事会を開催（トヨタ自動車にて開催） 

３． 協議会幹事会を開催（トヨタ自動車にて開催） 

４． 協議会幹事会を開催（とよた Ecoful Town にて開催） 

５． 協議会幹事会を開催（豊田市役所にて開催） 

６． 協議会総会を開催（名鉄トヨタホテルにて開催） 

７． 協議会幹事会を開催（ICT） 

８． 協議会幹事会を開催（ICT） 

９． 協議会幹事会を開催（とよた Ecoful Town にて開催） 

１０． 協議会総会を開催（名鉄トヨタホテルにて開催） 

１１． 協議会幹事会を開催（ICT） 

１２． 協議会幹事会を開催（豊田市役所にて開催） 

１３． 協議会幹事会を開催（豊田市役所にて開催） 

１４． 協議会幹事会を開催（ICT） 

１５． 協議会総会を開催（名鉄トヨタホテルにて開催） 

１６． 協議会幹事会を開催（豊田市役所にて開催） 

１７． 協議会幹事会を開催（ICT） 

１８． 協議会全体会を開催（豊田市役所にて開催） 



 

１９． 協議会全体会を開催（豊田市役所にて開催） 

２０． 協議会を開催（豊田市役所にて開催） 

２１． 協議会を開催（豊田市役所にて開催） 

２２． 協議会総会を開催（豊田市役所にて開催） 

２３． 協議会を開催（豊田市役所にて開催） 

２４． 協議会を開催（豊田市役所にて開催） 

２５． 協議会を開催（豊田市役所にて開催） 

２６． 協議会を開催（豊田市役所にて開催） 

２７． 協議会を開催（豊田市役所にて開催） 

協議会の内容・意見の

概要 

１． 認定申請の内容について協議し、了承 

２． 認定申請の内容と日本政策投資銀行の入会について協議

し、了承 

  主な意見は、１）認定申請書に関して、今後の新たな規制措

置等についても、機を見て適切に対応すべき 

  ２）各実証と地域との連携の観点から、日本政策投資銀行の

入会を承諾 

３． １）住友電工及びヤマハ発動機の入会について協議し、了

承 

２）スマートフォンによる家電の遠隔操作について、内容

を精査し、規制緩和要望していくことを確認 

４． １）日立製作所と新明工業の入会について協議し、了承 

２）実証事業に係る規制緩和要望及び地域の産業振興に資

する企業の新規入会を積極的に検討していくことを確認 

    ５．  総合特区に係る審議の円滑化について協議し、了承 

    ６．  １）審議の円滑化に向けて、引き続き幹事会を活用してい

くことを協議し、了承 

        ２）規制緩和事項として、「スマートフォンによる遠隔操作

機能の拡充」を提案することを確認 

    ７．  BMW AG 及び BMW Japan の入会について協議し、了承 

    ８．  １）株式会社三井住友銀行始め 13金融機関の入会について

協議、了承 

        ２）認定申請書の内容について確認 

    ９．  １）豊田都市交通研究所の入会について協議し、了承 

        ２）事業の拡充について協議 

        ３）認定申請書の内容について報告・確認 



 

 

   １０．  １）特区の進捗状況の報告・確認 

        ２）今後の方針について協議し、了承 

   １１．  １）トヨタ車体株式会社の入会について協議し、了承 

   １２．  １）特区調整費の活用について協議し、了承 

   １３．  １）事業の対外 PR（国際会議等）について報告し、了承 

   １４．  １）任期満了に伴う会長・副会長・幹事の選任と監事候補

について協議し、了承 

   １５．  １）特区の進捗状況の報告・確認 

        ２）今後の方針について協議し、了承 

   １６．  １）総合特区の進捗について報告・確認 

   １７．  １）今後の協議会活動（名称、構成員の変更）について報

告 

   １８．  １）総合特区の進捗について報告・確認 

   １９．  １）総合特区の延長について協議し、了承 

   ２０．  １）今後の協議会活動（協議会改組）について報告 

   ２１．  １）特区の進捗状況の報告・確認 

   ２２．  １）協議会の改組について協議し、了承 

   ２３．  １）豊田通商株式会社の入会について協議し、了承 

   ２４．  １）株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、損害保険ジャパ

ン日本興亜株式会社、パナソニック株式会社の入会につい

て協議し、了承 

   ２５．  １）サントリービバレッジソリューション株式会社、愛知

学泉大学、株式会社シンク、東京大学の入会について協議

し、了承 

   ２６．  １）有限責任監査法人トーマツの入会について協議し、了

承 

   ２７．  １）岡谷鋼機株式会社、株式会社 M-easy、一般社団法人お

いでん・さんそん、トヨタホーム株式会社の入会について

協議し、了承 

意見に対する対応 上記２の２）の意見を踏まえ、協議会に日本政策投資銀行が入会 

上記３．１）の協議を踏まえ、協議会に住友電工、ヤマハ発動機が入会 

上記３．２）の協議を踏まえ、「スマートフォンによる遠隔操作機能の拡充」

の規制緩和要望に向けて内容の精査に着手 

上記４．１）の協議を踏まえ、協議会に日立製作所と新明工業が入会 

上記４．２）の協議を踏まえ、協議会の会員区分（一般・特別）を整理 



 

上記５．の協議を踏まえ、規制緩和等の審議を迅速・確実に行うため、議題

について事前に関係者間で調整の上、会議に臨むことを徹底 

上記６．１）の協議を踏まえ、以後、ICTも活用しながら幹事会を円滑に実

施 

上記６．２）の協議を踏まえ、「スマートフォンによる遠隔操作機能の拡充」

を規制緩和要望として内閣府に提出 

上記７．の協議を踏まえ、協議会に BMW AG及び BMW Japan が入会 

上記８．１）の協議を踏まえ、協議会に株式会社三井住友銀行、株式会社三

菱東京 UFJ銀行、株式会社愛知銀行、株式会社大垣共立銀行、株式会社十六

銀行、株式会社名古屋銀行、株式会社百五銀行、株式会社三重銀行、岡崎信

用金庫、瀬戸信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、あいち豊田農業協同

組合が入会 

上記８．２）を踏まえ、認定計画書を内閣官房に提出 

上記９．１）を踏まえ、協議会に豊田都市交通研究所が入会 

３）を踏まえ、認定計画書（変更）を内閣官房に提出 

上記１０．２）を踏まえ、健康・医療に関する情報収集・活用事業の調整費

活用を具体化 

上記１１．１）を踏まえ、協議会にトヨタ車体株式会社が入会 

上記１２．１）を踏まえ、認定計画書（変更）を内閣官房に提出 

上記１７．１）を踏まえ、認定計画書（変更）を内閣府に提出 

上記１９．１）を踏まえ、認定計画書（変更）を内閣府に提出 

上記２３．１）を踏まえ、認定計画書（変更）を内閣府に提出 

上記２４．１）および２５．１）を踏まえ、認定計画書（変更）を内閣府に

提出 

上記２６．１）を踏まえ、認定計画書（変更）を内閣府に提出 

上記２７．１）を踏まえ、認定計画書（変更）を内閣府に提出 

 


